
令和６年度 

第２回 高崎市新町地域振興協議会 次第 

 
 
日 時：令和７年１月２４日（金） 

午後１時３０分開会 
会 場：新町支所 ３階 大ホール 

 
 

１ 開  会  
 
 
２ 挨  拶 

 
 

３ 議  事 
（１）新町地域に関わる事業報告について        

 
（２）新町地域のまちづくりに関する意見について    

 
 

４ 連絡事項 
 
 
 ５ 閉  会 
 
 
 

<配布資料> 

 

資 料 １ 新町地域に関わる事業報告一覧 
 
資 料 ２ 新町地域のまちづくりに関する意見一覧 
 
参考資料 令和５年度高崎市決算の概要について 



 



 

 

 

 

資料１ 

 

新町地域に関わる事業報告一覧 

 
ページ 事 業 名 所  属 

1 国道１７号本庄道路事業 都市計画課 

3 新町中排水区の雨水対策事業 整備課 

5 災害対策事業 防災安全１課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

新町地域に関わる事業報告書 

  

事務事業名 国道１７号本庄道路事業 
所属 

（支所） 

都市整備部都市計画課 

（新町支所地域振興課） 

実施期間 平成１５年度～ 事業の種類 ハード事業 

 

【事業概要】 

対 象  

実施目的 具体的手段 そ の 他 

国道１７号の交通渋滞の緩和、

事故対策及び沿道環境の改

善、また神流川橋の架け替え

による防災・震災対策のため 

・国道１７号本庄道路の整備 

・神流川橋の架け替え 

道路延長 L=１３．１ｋｍ 

 

【事業実績】 

区分 

(千円) 

現計 

予算額 
決算額 令和５年度事業実績 

合計   （Ⅰ期）：埼玉県本庄市沼和田～群馬県高崎市新町 

計画延長 L=７．０ｋｍ（うち高崎市区間 Ｌ=０．５ｋｍ） 

・事業進捗率    約６９％ 

・用地買収進捗率 約９９％ 

（Ⅱ期）：埼玉県深谷市岡～埼玉県本庄市沼和田 

計画延長 Ｌ=６．１ｋｍ 

・事業進捗率    約１％ 

・用地買収進捗率   ０％ 

国   

県   

地方債   

その他   

一般   

 

【事業進捗状況】 

区分 

(千円) 

現計 

予算額 
令和６年度事業進捗状況 

合計  （Ⅰ期） 

・調査設計、用地買収、改良工、橋りょう上部工、下部工を実施 

（Ⅱ期） 

・調査設計を実施 

国  

県  

地方債  

その他  

一般  
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新町地域に関わる事業報告書 

  

事務事業名 新町中排水区の雨水対策事業 
所属 

（支所） 

下水道局整備課 

（新町支所地域振興課） 

実施期間 令和２年度～ 事業の種類 ハード事業 

 

【事業概要】 

対 象  

実施目的 具体的手段 そ の 他 

新町中排水区における雨水対

策のため 

高崎市公共下水道事業計画

に基づき雨水幹線を整備する 

排水区面積 A=５４．０ha 

 

【事業実績】 

区分 

(千円) 

現計 

予算額 
決算額 令和５年度事業実績 

合計  354,640 繰越工事 （令和６年１０月１０日完成） 

・烏川雨水３－３号幹線築造工事（第１工区） 

 路線延長 L＝２１９．５ｍ 

管渠工（推進工法）φ１５００ｍｍ L＝２１４．１ｍ 

繰越工事 （令和６年９月３０日完成） 

・烏川雨水３－３号幹線築造工事（第１工区）に伴う付帯工事 

路線延長 L=１７．８m 

管渠工（推進工法）φ５００ｍｍ Ｌ＝１５．７ｍ 

国  94,700 

県   

地方債  183,700 

その他   

一般  76,240 

 

【事業進捗状況】 

区分 

(千円) 

現計 

予算額 
令和６年度事業進捗状況 

合計 36,000 ・烏川雨水３号幹線特殊人孔築造工事 

 特殊マンホール １箇所 

組立マンホール １箇所 

 

施工業者 カワナベ工業株式会社 

 

工期末予定 令和７年６月３０日 

国 4,000 

県  

地方債 32,000 

その他  

一般  
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新町地域に関わる事業報告書 

  

事務事業名 災害対策事業 
所属 

（支所） 

総務部防災安全１課 

（新町支所地域振興課） 

実施期間 令和６年４月～令和６年８月 事業の種類 ハード事業 

 

【事業概要】 

対 象 災害救助用ボート整備 

実施目的 具体的手段 そ の 他 

烏川、神流川、温井川の３河川

に囲まれた全域が洪水浸水想

定区域にある新町地域に、災害

救助用ボートを配備し、水害発

生時の救助活動に備える。 

消防団詰所や支所などの公共

施設に災害救助用ボート１０艇

と船外機等を配備する。 

 

 

【事業実績】 

区分 

(千円) 

現計 

予算額 
決算額 令和５年度事業実績 

合計    

国   

県   

地方債   

その他   

一般   

 

【事業進捗状況】 

区分 

(千円) 

現計 

予算額 
令和６年度事業進捗状況 

合計 10，000 ・災害救助用ボート、船外機、救命胴衣購入 

   令和６年４月～令和６年８月 （令和６年９月１２日配備完成） 

 

・第１回水難救助訓練 

 令和６年９月７日（新町第１小学校プール） 

国  

県  

地方債  

その他  

一般 10，000 
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資料２ 

 

 

 

新町地域のまちづくりに関する意見一覧 

（回答あり） 
 

 

 

 

 

 

 

新町支所 地域振興課 
  



 

  



 

●新町地域のまちづくりに関する意見 

内容区分 意  見 回  答 

１．災 害 対 策 用 緊 急

排 水 ポンプの性 能 に

ついて 

高 崎 市 には日 頃 から新 町 地 域 の防 災 対 策 に尽 力 い

ただき感 謝 申 し上 げる。 

新 町 は、河 川 の増 水 等 による内 水 氾 濫 の危 険 性 が

ある地 域 である。その対 策 の一 つとして、新 町 クリーンス

テーション付 近 に緊 急 排 水 ポンプを設 置 していただい

ているが、民 生 委 員 として活 動 時 に、地 域 住 民 にポン

プの性 能 について周 知 したいと考 えている。 

そこでポンプの排 水 能 力 および今 年 度 の稼 働 状 況

を聞 きたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （古 澤 委 員 ） 

 

新 町 地 域 では、令 和 元 年 の台 風 １９号 により一 部 の地 区

で浸 水 被 害 が発 生 した。このことを受 け、今 後 の浸 水 被 害

軽 減 を図 るため、令 和 ４年 度 に緊 急 排 水 ポンプを設 置 し

た。 

性 能 としては、毎 分 １５㎥排 出 できるポンプが２基 設 置 さ

れ、毎 分 ３０㎥の排 出 能 力 がある。これは小 学 校 にある２５ｍ

プールを約 １０分 間 で空 にする排 水 能 力 である。排 水 ポン

プはピット内 が一 定 の水 位 に達 すると運 転 を開 始 し、水 位

が下 がると停 止 するよう自 動 運 転 が設 定 されている。 

今 年 度 は７月 のゲリラ雷 雨 や８月 の台 風 １０号 、９月 の集

中 豪 雨 において排 水 ポンプが稼 働 し、雨 水 排 水 に能 力 が

発 揮 された。 

新 町 地 域 においては、道 路 冠 水 などの被 害 を改 善 する

ため、側 溝 や水 路 の整 備 、改 修 なども行 っており、引 き続

き、関 係 部 局 と連 携 しながら、浸 水 被 害 の軽 減 に向 け取 り

組 んでいく。 

 

 

 

 

 

 

 

（建 設 課 ） 
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●新町地域のまちづくりに関する意見 

内容区分 意  見 回  答 

２．空 き店 舗 対 策 につ

いて 

新 町 はＪＲ新 町 駅 があり、都 心 部 へのアクセスが非 常

に便 利 である。特 に通 勤 や通 学 時 間 帯 の利 用 者 は多

く、地 域 の交 通 の要 衝 となっている。 

商 店 街 である駅 前 通 りは、電 柱 の地 中 化 事 業 を実

施 しており、景 観 の向 上 や安 全 性 の確 保 により、新 町

地 域 自 体 の魅 力 も向 上 し、来 町 者 の増 加 や地 域 経 済

の活 性 化 にも寄 与 している。 

一 方 で人 口 減 少 や消 費 行 動 の変 化 によって空 き店

舗 が増 加 し、地 域 の経 済 やコミュニティの衰 退 が課 題 と

なっている。放 置 された空 き店 舗 が増 えると、犯 罪 の温

床 となるリスクが高 まり、管 理 が不 十 分 な建 物 は老 朽 化

による倒 壊 や火 災 の危 険 性 もあるため、対 策 が必 要 と

考 える。 

そこで新 規 事 業 者 の誘 致 や地 域 コミュニティスペース

等 に転 用 するなど空 き店 舗 対 策 を進 めていただくことを

要 望 する。この対 策 は、地 域 経 済 とコミュニティ再 生 の

鍵 となるものであるため、ぜひ柔 軟 で多 角 的 なアプロー

チをお願 いしたい。 

 

 

 

 

 

（岩 丸 委 員 ） 

空 き家 、空 き店 舗 の増 加 やその対 策 については、全 国

的 な問 題 だが、高 崎 市 では、独 自 の取 り組 みとして、空 き

店 舗 を活 用 した店 舗 の出 店 や改 修 については、魅 力 ある

商 店 づくりを応 援 する「まちなかリニューアル助 成 事 業 」で、

また、空 き家 住 宅 のサロンや店 舗 ・事 務 所 への活 用 につい

ては、「空 き家 緊 急 総 合 対 策 事 業 」で支 援 を行 う等 、先 進

的 な取 り組 みを継 続 している。 

ほかにも、新 規 事 業 者 の誘 致 へ結 びつくよう創 業 者 への

支 援 策 として、創 業 時 の資 金 の借 入 れにかかる信 用 保 証

料 と、５年 間 の利 息 を全 額 補 助 し、創 業 時 の負 担 軽 減 を図

っている。 

今 後 も新 町 商 工 会 や商 店 会 をはじめ地 域 の皆 様 と地 域

の商 工 業 課 題 を共 有 するとともに、新 町 支 所 と連 携 し、地

域 が一 体 となったまちづくりに取 り組 めるよう支 援 していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（商 工 振 興 課 ） 
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●新町地域のまちづくりに関する意見 

内容区分 意  見 回  答 

３ ． 伝 統 芸 能 の 伝 承

について 

新 町 地 域 では桜 まつりや花 火 大 会 、ふるさと祭 りや

ひなまつりなど多 くのお祭 りを楽 しむことができ、市 の支

援 も受 け様 々な団 体 が精 力 的 に活 動 している。その一

方 で、地 域 の古 い芸 能 が若 い世 代 に伝 承 されず、存 続

が危 ぶまれたり、活 動 休 止 になってしまっている団 体 も

あり寂 しく感 じている。 

そこで昔 からの新 町 地 域 のお祭 りなどを継 続 していく

ために、参 考 となる取 り組 みがあればご紹 介 ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（御 供 委 員 ） 

 

高 崎 市 内 では、各 地 域 で多 くのお祭 りやイベントが開 催

されているが、例 えば８月 に行 われる高 崎 まつり・高 崎 山 車

まつりでは、特 に山 車 まつりにおいて、山 車 を保 有 する町 内

の子 供 の減 少 に伴 い、市 内 全 域 から山 車 の参 加 者 を募 る

など、町 外 から児 童 や保 護 者 を受 け入 れる体 制 を整 えてい

る。また、太 鼓 やお囃 子 の指 導 者 が他 の町 内 に教 えに回 る

など、後 継 者 の育 成 にも努 めている。 

その一 方 で市 の支 援 として、伝 統 芸 能 等 の備 品 の修 繕

や購 入 に係 る経 費 や団 体 が市 外 において伝 統 芸 能 活 動

をする際 の旅 費 等 を補 助 する「伝 統 芸 能 等 支 援 補 助 金 」、

さらには各 種 の伝 統 芸 能 の技 術 等 を継 承 するための映 像

を記 録 する事 業 等 の支 援 も行 っている。 

 このような取 り組 みが、今 後 の各 地 域 の伝 統 芸 能 の伝 承

の参 考 となればと考 えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（観 光 課 ） 
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●新町地域のまちづくりに関する意見 

 

内容区分 意  見 回  答 

４ ． 堤 外 地 の 田 畑 の

環 境 美 化 について 

堤 外 地 の田 畑 に、動 かなくなった車 両 や農 機 具 、家

庭 菜 園 などで使 用 された小 屋 などが廃 棄 状 態 で放 置 さ

れている。 

また、生 活 ごみや危 険 物 などが多 量 に田 畑 に放 棄 さ

れていて今 後 さらなる不 法 投 棄 も心 配 される。 

景 観 も損 ねているので、そういった廃 棄 物 を片 付 ける

よう指 導 をお願 いしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（茂 木 委 員 ） 

 

所 有 地 に自 らが放 置 した車 両 等 については、所 有 者 か

ら廃 棄 する意 向 が確 認 できれば、廃 棄 方 法 等 を伝 えてい

る。 

ごみの不 法 投 棄 については、警 察 と連 携 し、現 場 確 認 、

関 係 者 への聴 き取 り等 の調 査 により行 為 者 の特 定 に努 め

ているが、行 為 者 を特 定 できない場 合 、最 終 的 には土 地 の

所 有 者 や管 理 者 が投 棄 されたごみを片 付 けることになって

しまう。 

そのようなことを避 けるためにも、不 法 投 棄 の現 場 を発 見

した人 には、なるべく早 めに新 町 クリーンステーションに連 絡

をお願 いするとともに、土 地 の所 有 者 には敷 地 に柵 や囲 い

を設 置 するなど、日 頃 から不 法 投 棄 対 策 をお願 いしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一 般 廃 棄 物 対 策 課 ） 
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１

令和５年度高崎市決算の概要について

　令和５年度の「一般会計」と「各特別会計」の決算は下表のとおりとなりました。
　「一般会計」の歳入は１,８５１億９,６９９万円、歳出は１,７９５億７,１２１万円で、歳
入・歳出の款別構成状況は、２ページ・３ページのグラフのとおりです。
　なお、表中の各金額は万円未満を四捨五入しているため、内訳と合計が一致しない場合があり
ます。

一般会計・各特別会計歳入歳出決算一覧表

（単位：万円）

区　　　　　分 当　初　予　算　額
決　　　算　　　額

歳　　　入 歳　　　出

一　　般　　会　　計 １,６６１億５,０００ １,８５１億９,６９９ １,７９５億７,１２１

特　　別　　会　　計 ７７４億５,８０６ ７８５億　 ２４８ ７７５億７，６４７

国民健康保険事業 ３４７億５,９１０ ３４８億９,３９８ ３４６億２,１９２

介 護 保 険 ３６６億７,８６０ ３７７億１,２１９ ３７２億８,４４６

牛 伏 ド リ ー ム
セ ン タ ー 事 業

１億１,７３３ １億８,７８５ １億２,４６１

母 子 父 子 寡 婦
福祉資金貸付事業

１億２,２３０ １億３,７１４ ２,９００

合　　　　  　　　計 ２,４３６億　 ８０６ ２,６３６億９,９４７ ２,５７１億４,７６８

後 期 高 齢 者 医 療 ５６億５,２２９ ５４億４,１４０ ５３億９,０３６

農業集落排水事業 １億２,８４４ １億２,９９２ １億２,６１２
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 参 考 資 料 



県支出金 115億5,810万円 (6.2％)
地方消費税交付金 96億4,951万円 (5.2％)
繰 入 金 70億7,523万円 (3.8％)
繰 越 金 30億4,384万円 (1.6％)
使用料及び手数料 25億3,854万円 (1.4％)
地方譲与税 13億1,316万円 (0.7％)
法人事業税交付金 10億5,268万円 (0.6％)
財産収入 4億7,096万円 (0.3％)
そ の 他 23億9,929万円 (1.3％)
＊歳入の「その他」は、地方特例交付金、株式等譲

渡所得割交付金、寄附金、分担金及び負担金、配

当割交付金、環境性能割交付金、ゴルフ場利用税

交付金、交通安全対策特別交付金、国有提供施設

等所在市町村助成交付金及び利子割交付金です。

市 税
653億1,221万円

(35.3％)

【歳 入】

歳 入

1,851億9,699万円

国庫支出金

331億9,998万円
(17.9％)

地方交付税
152億6,559万円

(8.2％)

諸 収 入
177億1,171万円

(9.6％)

一般会計歳入・歳出決算額の款別構成状況

市 債
146億 620万円

(7.9％)
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民 生 費

680億4,996万円
(37.9％)

総 務 費

184億9,203万円

(10.3％)

商 工 費

171億6,696万円
(9.6％)

教 育 費

142億9,524万円
(8.0％)

公 債 費

141億7,772万円
(7.9％)

衛 生 費

267億1,026万円
(14.9％)

歳 出

1,795億7,121万円

◎ 歳入決算額 １,８５１億９,６９９万円（Ａ）
歳出決算額 １,７９５億７,１２１万円（Ｂ）
差 引 額 （Ａ）－（Ｂ）＝ ５６億２,５７８万円

※差引額のうち、翌年度へ繰越すべき財源として、繰越明許費繰越額
及び事故繰越し繰越額の３億８,３７２万円を繰越し、さらに財政
調整基金へ３５億円積み立て、残りの１７億４,２０６万円を翌年度へ
の繰越金としました。

【歳 出】

土 木 費 115億3,915万円(6.4％)

消 防 費 46億5,515万円(2.6％)

農林水産業費 25億3,896万円(1.4％)

そ の 他 19億4,578万円(1.0％)

＊歳出の「その他」は、労働費、議会費、

災害復旧費です。
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２

構成比 伸  率 構成比 伸  率
％ ％ ％ ％

1 地 方 税 ６５３億１,２２１ ３５.２ １.６ ６４２億７,１９８ ３５．６ ３.７

2 地 方 譲 与 税 １３億１,３１６ ０.７ ０.９ １３億   ２０３ ０.７ △０.１

3 利子割交付金 １,７８５ ０.０ △１７.８ ２,１７３ ０.０ △４７.１

4 配当割交付金 ３億３,４５９ ０.２ １９.０ ２億８,１２６ ０.２ △１５.６
5 株 式 等 譲 渡
所得割交付金 ４億２,３８８ ０.２ ９８.２ ２億１,３８２ ０.１ △４２.１

6 法 人 事 業 税
交 付 金 １０億５,２６８ ０.６ ８.７ ９億６,８０７ ０.５ １５.４

7
９６億４,９５１ ５.２ △０.１ ９６億６,０８４ ５.４ ５.４

8
１億　　 ６４ ０.１ △１０.５ １億１,２４６ ０.１ △５.８

9
１億８,５３１ ０.１ ２８.５ １億４,４２４ ０.１ ４.６

10
２,６２８ ０.０ △４.２ ２,７４３ ０.０ ０.１

11 地方特例交付金 ４億６,３８５ ０.３ ０.５ ４億６,１４８ ０.３ △６４.２

12 地 方 交 付 税 １５２億６,５５９ ８.２ ５.８ １４４億２,７５６ ８.０ △３.５
普 通 交 付 税 １３１億３,１２８ ７.１ ６.８ １２２億９,７７６ ６.８ △４.７
特 別 交 付 税 ２１億３,４３１ １.１ ０.２ ２１億２,９８０ １.２ ４.１

13
７,１０８ ０.０ △７.９ ７,７２２ ０.０ △９.４

14 分担金・負担金 ３億８,９５１ ０.２ ８.１ ３億６,０２６ ０.２ △６.９

15 使用料・手数料 ２５億５,０９９ １.４ １.４ ２５億１,５０４ １.４ △１.４

16 国 庫 支 出 金 ３３３億９,９９４ １８.０ △５.０ ３５１億５,９２０ １９.５ △４.６

17 県 支 出 金 １１６億３,８０２ ６.３ ５.４ １１０億４,０３４ ６.１ ０.４

18 財 産 収 入 ２億９,８９９ ０.２ ７２.２ １億７,３６６ ０.１ △３２.６

19 寄 附 金 ３億９,８４７ ０.２ ３.０ ３億８,６９９ ０.２ １６.７

20 繰 入 金 ７０億７,２７２ ３.８ ３２.９ ５３億２,１４４ ２.９ △１.８

21 繰 越 金 ３１億３,５４６ １.７ △１３.６ ３６億２,８３３ ２.０ ９１.８

22 諸 収 入 １７５億８,４３８ ９.５ △９.４ １９４億１,２８２ １０.８ △１１.９
貸付金元利収入 １４１億　 ７１３ ７.６ △１０.７ １５８億 　５２９ ８.８ △１４.５

23 地 方 債 １４６億　 ６２０ ７.９ ４０.８ １０３億７,５１０ ５.８ △２６.４

１,８５２億９,１３３ １００.０ ２.７ １,８０３億４,３２９ １００.０ △２.８

　　　　　年　度
区　分

令和５年度 令和４年度

  普通会計による決算状況

※普通会計とは、他の地方公共団体（県や市町村）などと比較しやすいように、「一般会計」と
「特別会計のうち公営事業会計以外の会計」を総合してひとつの会計としてまとめ、全国共通の
基準に調整した会計です。

歳　　　入 （単位：万円）

合           計

地 方 消 費 税
交 付 金

ゴルフ場利用
税 交 付 金

自動車税環境
性能割交付金

国有提供施設
等助成交付金

交通安全対策
特 別 交 付 金
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構成比 伸  率 構成比 伸  率

％ ％ ％ ％

1 人 件 費 ２３０億８,０７３ １２.９ △２.５ ２３６億６,３５６ １３.７ ２.４

う ち 職 員 給 １３８億　 ９７１ ７.７ １.９ １３５億５,１１８ ７.８ ０.３

2 扶 助 費 ４３８億６,５６０ ２４.４ ３.３ ４２４億４,９７７ ２４.６ △４.８

3 公 債 費 １４１億７,７７２ ７.９ ０.１ １４１億６,７３４ ８.２ ３.８

4 物 件 費 ２２７億９,１１３ １２.７ △３.８ ２３７億　 １３１ １３.７ ０.４

5 維 持 補 修 費 １５億１,３９５ ０.８ △２.９ １５億５,９１７ ０.９ △７.４

6 補 助 費 等 １９１億２,０４８ １０.７ △９.６ ２１１億４,２６０ １２.２ １０.６

7 積 立 金 ２４億１,５２６ １.４ １６.９ ２０億６,５５８ １.２ △５４.３

8 投資・出資金

貸 付 金 １３８億８,３４５ ７.７ △１０.８ １５５億５,６８９ ９.０ △１４.８

う ち 貸 付 金 １３８億５,８７５ ７.７ △１０.８ １５５億３,７３８ ９.０ △１４.８

9 繰 出 金 １３１億７,９５３ ７.３ ３.３ １２７億５,７８５ ７.４ １.１

10 普通建設事業費 ２５５億１,１９８ １４.２ ６３.７ １５５億８,９２９ ９.１ △０.２

うち補助事業費 １５４億３,０２１ ８.６ １３１.３ ６６億７,０９９ ３.９ △２７.０

うち単独事業費 １００億８,１７７ ５.６ １３.０ ８９億１,８３０ ５.２ ３７.６

11 災 害 復 旧 費 １,７５８ ０.０ △６７.７ ５,４４７ ０.０ △２４.０

１,７９５億５,７４１ １００.０ ４.０ １,７２７億　 ７８３ １００.０ △２.３

５７億３,３９２ ― △２４.９ ７６億３,５４６ ― △１１.５

合      計

歳 入 歳 出
差 引 剰 余 金

歳　　　出 （単位：万円）

　　　　　年　度
区　分

令和５年度 令和４年度
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３ 　令和５年度普通会計による県内他市との比較

※用語の説明

（単位：万円）

区 分 高崎市 前橋市 桐生市 伊勢崎市 太田市

歳 入 総 額 1,852億9,133 1,562億7,398 507億4,918 883億6,494 970億9,912

人 口 （ R6.3.31 現 在 ） 366,547人 328,996人 102,328人 211,923人 222,349人

実 質 収 支 53億5,020 35億7,967 24億5,531 32億8,887 34億5,240

歳 出 総 額 1,795億5,741 1,514億1,301 470億2,504 846億6,503 907億8,774

経 常 収 支 比 率 97.9％ 95.3％ 95.1％ 94.0％ 92.1％

実 質 収 支 比 率 6.1％ 4.5％ 9.4％ 7.2％ 7.3％

実 質 公 債 費 比 率 4.2％ 8.2％ 4.4％ 5.3％ 5.8％

地 方 債 現 在 高 1,484億5,890 1,460億5,106 346億1,630 615億4,924 541億  211

財 政 力 指 数 0.812 0.777 0.550 0.809 0.939

将 来 負 担 比 率 34.6％ 57.6％ － 1.3％ 28.2％

52億9,851 5億3,459

実 質 収 支
　歳入から歳出を差し引いた額を「形式収支」といいますが、この「形式収
支」から翌年度へ繰越すべき財源を差し引いた決算額のことをいいます。

実質収支比率 　標準財政規模に対する実質収支の割合です。

130億3,713

減 債 基 金 56億6,254 24億9,725 8億3,186 14億8,752 15億4,147

積 立 金

現 在 高

財 政 調 整 基 金 61億8,957 86億  845 46億4,809 76億8,457

そ の 他 43億3,390 36億  281 56億9,769

財 政 力 指 数
　普通交付税の算定に用いる基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た
数値の３ヵ年平均値で、数値が１に近いあるいは１を超えるほど財政力が強
いとされています。

財政調整基金
　突発的な災害や緊急を要する経費に備えるために設置された基金です。
　また、決算剰余金が多いときは積み立て、財源不足時に取り崩すという年
度間の調整的な役割も果たします。

減 債 基 金
　市債（借金）の償還（返済）の増加に備えるために設置される基金です。
　公債費が他の経費を圧迫するような場合には、この基金を取崩して公債費
に充てます。

経常収支比率
　地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標です。一般財源収
入額のうち経常的な経費に充当される一般財源の割合で、比率が高いほど財
政運営が硬直化していると考えられます。

実質公債費比率

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく財政の健全化を判
断する指標の一つで、市債の元利償還金及びこれに準ずる経費の標準財政規
模に対する比率です。この比率が２５％以上になると早期健全化団体、
３５％以上で財政再生団体となります。

将来負担比率

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく財政の健全化を判
断する指標の一つで、地方債残高のほか一般会計等が将来負担すべき実質的
な負債の標準財政規模に対する比率です。市町村では、３５０％以上になる
と財政の早期健全化を図ることとなります。
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